
様式第二号の八（ 第八条の四の五関係）

岡崎市長 殿

提出者

( 法人にあっては、 名称及び代表者の氏名)

当該事業場において現に行っている 事業に関する 事項

( 日本産業規格　 Ａ 列4番）

株式会社不動産SHOPナカジツ

令和7年4月1日～令和8年3月31日

06　 　 総合工事業　 不動産取引業（ K-68）

売上高： 23, 800百万円

700人

④産業廃棄物の一連
　 の処理の工程

別添１  処理工程図のと おり

（ 第1面）

①事　 業　 の　 種　 類

②事　 業　 の　 規　 模

③従　  業　  員 　 数

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間

産業廃棄物処理計画書

令和7年6月4日

愛知県岡崎市羽根東町三丁目3番地9

株式会社不動産SHOPナカジツ

代表取締役　 鳥居　 守

0564-55-0015

愛知県岡崎市羽根東町三丁目3番地9

　 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律第12条第9項の規定に基づき 、 産業廃棄物の減量その他

その処理に関する 計画を作成し たので、 提出し ま す。

住 所

氏 名

電話番号



産業廃棄物の処理に係る 管理体制に関する 事項

（ 管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する 事項

【 前年度（ 令和6年度） 実績】

t t

（ こ れま でに実施し た取組）

【 目標】

ｔ ｔ

（ 今後実施する 予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する 事項

適切な処理が出来る よ う に現場内で廃棄物の種類毎の分別を徹底し てお
り ま す。

今後も 適切な処理が出来る よ う に、 現場内での分別等徹底し てま いり ま
す。

（ 第2面）

①現状

（ 分別し ている 産業廃棄物の種類及び分別に関する 取組）

②計画

( 今後分別する 予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する 取組)

②計画

産業廃棄物の種類 別紙集計表のと おり

別添２  管理体制図のと おり

①現状

産業廃棄物の種類 別紙集計表のと おり －

排    出    量

・ 余剰材の発生抑制を図る ため、 発注内容の精度向上を図っており ま
す。
・ 資材管理を徹底し た余剰材の有効活用等によ り 排出抑制に努めており
ま す。

廃棄物の排出抑制を図る ため、 発注内容の見直し 、 工事現場への意識付
けを強化し ていき ま す。 ま た、 商品・ 工法の標準化を推進する こ と によ
り 、 使用材料の正確な把握と 削減に努めてま いり ま す。

－

排    出    量



自ら 行う 産業廃棄物の再生利用に関する 事項

【 前年度（ 令和6年度） 実績】

ｔ ｔ

（ こ れま でに実施し た取組）

【 目標】

t ｔ

（ 今後実施する 予定の取組）

自ら 行う 産業廃棄物の中間処理に関する 事項

【 前年度（ 令和6年度） 実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（ こ れま でに実施し た取組）

【 目標】

t t

t t

（ 今後実施する 予定の取組）

－

－

該当無し

－

－

－

－

自ら 中間処理によ り 減量す
る

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら 熱回収を 行う
産業廃棄物の量

－

該当無し

－

－

－

－

－

（ 第3面）

②計画

①現状

産業廃棄物の種類

－

自ら 再生利用を 行う
産 業 廃 棄 物 の 量

－

自ら 再生利用を 行っ た
産 業 廃 棄 物 の 量

－

－

該当無し

①現状

②計画

産業廃棄物の種類

自ら 中間処理によ り 減量し
た

産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

自ら 熱回収を 行っ た
産 業 廃 棄 物 の 量

該当無し



自ら 行う 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する 事項

【 前年度（ 令和6年度） 実績】

ｔ ｔ

（ こ れま でに実施し た取組）

【 目標】

ｔ ｔ

（ 今後実施する 予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する 事項

【 前年度（ 令和6年度） 実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（ こ れま でに実施し た取組）

該当無し

・ 許可証・ 処分場確認等によ り 適切な業者を選定し 、 委託契約を締結し
た上で処理委託を行っており ま す。
・ 電子マニフ ェ ス ト を導入し 、 処理状況の迅速・ 正確な把握に努める と
共に、 適正なマニフ ェ ス ト 管理を実施し ており ま す。

－

－

該当無し

－

－

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を 行う 業者への
処  理  委  託  量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

産業廃棄物の種類 別紙集計表のと おり

全 処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

（ 第4面）

①現状

産業廃棄物の種類 －

自ら 埋立処分又は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

②計画

産業廃棄物の種類 －

自ら 埋立処分又は
海洋投入処分を行う

産 業 廃 棄 物 の 量

①現状



【 目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（ 今後実施する 予定の取組）

※事務処理欄

認定熱回収業者以外の
熱回収を 行う 業者への
処  理  委  託  量

②計画

産業廃棄物の種類 別紙集計表のと おり

再生利用業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

・ 電子マニフ ェ ス ト の運用によ り 、 適正なマニフ ェ ス ト 管理を継続し て
ま いり ま す。
・ 定期的に委託処分場の現地視察を実施し 、 処分状況の確認を行ってま
いり ま す。

（ 第5面）

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量



(第6面）

備考

1    前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに1枚作成すること。

2 　 当該年度の６月30日までに提出すること。

3 　 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には､製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）､建設業の場合における元請完成

　工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

　模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

　の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。

4  　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

5  　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

6  　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。

7  　※欄は記入しないこと。



別添１  処理工程図

工事現場・ 建設現場　 　 ⇒　 　 収集運搬　 　 ⇒　 　 中間処理場（ 品目によ り 破砕等の処理）

　 （ 一部委託） （ 委託）

再生　 　 ⇒　 　 建築・ 工事資材へ再資源化

⇒

再生出来ない廃棄物　 　 ⇒　 　 最終処分場（ 埋め立て）



別添２  管理体制図

・廃棄物処理方針の検討

　　 工事部門委員会

・電子マニフェスト

　 　管理部門 　運用状況の管理

・業務委託契約書の管理

・各現場での廃棄物の分別

　　 　　　工事部門 ・資材の無駄をなくすための取り組み

　（余った資材を別現場にて利用など）

・工事大工への意識付け

・事務スタッフにて

　 　　分譲 　 　注文住宅 　　 リフォーム 　マニフェストの承認

　マニフェストの作成

・委託による収集運搬・廃棄・再生業務

　　 　　　処理業者



産業廃棄物処理計画書 別紙集計表

現状：前年度（令和6年度）実績量

計画：今年度（令和7年度）計画量（目標） 単位：トン

現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画

廃プラスチック類 27.97 25.17 － － － － － － － － 27.97 25.17 4.35 3.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

紙くず 50.70 45.63 － － － － － － － － 50.70 45.63 45.06 40.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

木くず 6,605.07 5,944.56 － － － － － － － － 6,605.07 5,944.56 6,590.08 5,931.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

繊維くず 14.30 12.87 － － － － － － － － 14.30 12.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

金属くず 0.57 0.51 － － － － － － － － 0.57 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ガラス陶磁器等くず 72.09 64.88 － － － － － － － － 72.09 64.88 26.05 23.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

コンクリート片 378.17 340.35 － － － － － － － － 378.17 340.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

アス・コン片 5.70 5.13 － － － － － － － － 5.70 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

その他がれき類 18.25 16.43 － － － － － － － － 18.25 16.43 3.85 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

建設混合廃棄物（安定型） 3.38 3.04 － － － － － － － － 3.38 3.04 3.38 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

建設混合廃棄物（管理型） 136.85 123.17 － － － － － － － － 136.85 123.17 99.40 89.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

石綿含有産業廃棄物 6.78 6.10 － － － － － － － － 6.78 6.10 3.70 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

合計 7,319.83 6,587.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,319.83 6,587.84 6,775.87 6,098.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

産業廃棄物の種類

排出抑制 自ら行う中間処理 処理の委託

自ら再生利用を
行った(行う)量

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を
行った(行う)量排 出 量

自ら熱回収を
行った(行う)量

自ら中間処理により

減量した(する)量 全 処 理 委 託 量
優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
再生利用業者への

処 理 委 託 量
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量



様式第二号の八（ 第八条の四の五関係）

岡崎市長 殿

提出者

( 法人にあっては、 名称及び代表者の氏名)

当該事業場において現に行っている 事業に関する 事項

( 日本産業規格　 Ａ 列4番）

　 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律第12条第9項の規定に基づき 、 産業廃棄物の減量その他

その処理に関する 計画を作成し たので、 提出し ま す。

住 所

氏 名

電話番号

④産業廃棄物の一連
　 の処理の工程

別添１  処理工程図のと おり

（ 第1面）

①事　 業　 の　 種　 類

②事　 業　 の　 規　 模

③従　  業　  員 　 数

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間

産業廃棄物処理計画書

令和7年6月17日

名古屋市中村区則武1－15－7

ジェ イ アール東海建設株式会社

代表取締役社長　 本田　 敦

052－453－2525

ジェ イ アール東海建設株式会社

名古屋市中村区則武1－15－7

令和7年4月1日～令和8年3月31日

総合建設業（ D-6)

元請完成工事高： ３ ２ ６ 億円

４ １ ９ 人



産業廃棄物の処理に係る 管理体制に関する 事項

（ 管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する 事項

【 前年度（ 令和6年度） 実績】

t t

（ こ れま でに実施し た取組）

【 目標】

ｔ ｔ

（ 今後実施する 予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する 事項

・ 分別解体の実施
・ 梱包材の簡素化

・ 現状取組の維持

－

排    出    量

・ 金属屑、 コ ンク リ ート がら 、 紙屑、 木屑、 繊維屑、 廃プラ 、 汚泥、 が
れき
・ 石綿含有建材は、 出来る だけ壊さ ない様に扱う 。

・ 現状取組の維持

（ 第2面）

①現状

（ 分別し ている 産業廃棄物の種類及び分別に関する 取組）

②計画

( 今後分別する 予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する 取組)

②計画

産業廃棄物の種類 別紙集計表のと おり

別添２  管理体制図のと おり

①現状

産業廃棄物の種類 別紙集計表のと おり －

排    出    量



自ら 行う 産業廃棄物の再生利用に関する 事項

【 前年度（ 令和6年度） 実績】

ｔ ｔ

（ こ れま でに実施し た取組）

【 目標】

t ｔ

（ 今後実施する 予定の取組）

自ら 行う 産業廃棄物の中間処理に関する 事項

【 前年度（ 令和6年度） 実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（ こ れま でに実施し た取組）

【 目標】

t t

t t

（ 今後実施する 予定の取組）

①現状

②計画

産業廃棄物の種類

自ら 中間処理によ り 減量し た

産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

自ら 熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

・ 実施予定なし

－

－

自ら 中間処理によ り 減量する

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら 熱回収を行う
産業廃棄物の量

－

・ 該当なし

－

（ 第3面）

②計画

①現状

産業廃棄物の種類

－

自ら 再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

－

自ら 再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

－

－

・ 該当なし

－

－

－

－

－

・ 実施予定なし

－

－

－



自ら 行う 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する 事項

【 前年度（ 令和6年度） 実績】

ｔ ｔ

（ こ れま でに実施し た取組）

【 目標】

ｔ ｔ

（ 今後実施する 予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する 事項

【 前年度（ 令和6年度） 実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（ こ れま でに実施し た取組）

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

（ 第4面）

①現状

産業廃棄物の種類 －

自ら 埋立処分又は
海洋投入処分を 行っ た
産 業 廃 棄 物 の 量

②計画

産業廃棄物の種類 －

自ら 埋立処分又は
海洋投入処分を行う

産 業 廃 棄 物 の 量

①現状

別紙集計表のと おり

全 処 理 委 託 量

・ 実施予定なし

・ 購買管理規程に従い、 産廃処理を処理業者と 書面で契約し ている 。
・ 弊社の全ての作業所は、 電子マニフ ェ ス ト にて廃棄物を管理し てい
る 。
・ ま た処分状況についても 追跡調査を実施し ている 。

－

－

・ 該当なし

－

－

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を 行う 業者への
処  理  委  託  量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

産業廃棄物の種類



【 目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（ 今後実施する 予定の取組）

（ 第5面）

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

※事務処理欄

認定熱回収業者以外の
熱回収を 行う 業者への
処  理  委  託  量

②計画

産業廃棄物の種類 別紙集計表のと おり

再生利用業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

・ 実施予定なし 。



(第6面）

備考

1    前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに1枚作成すること。

2 　 当該年度の６月30日までに提出すること。

3 　 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には､製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）､建設業の場合における元請完成

　工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

　模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

　の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。

4  　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

5  　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

6  　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。

7  　※欄は記入しないこと。



別添１  処理工程図

廃棄物種類 中間処理 再生品等

建設汚泥 脱水・ 固化 最終処分場・ 路盤材・ 埋め戻し 材

がれき 類 破砕 再生砕石・ 再生砂

（ コ ン ガラ ） （ 同上） （ 再生砕石）

（ アス フ ァ ルト ガラ ） （ 同上） （ 再生アス フ ァ ルト 材）

繊維く ず 破砕 燃料用チッ プ

木く ず 破砕 燃料用チッ プ

金属く ず 破砕・ 融解 鉄鋼材料、 建材

紙く ず・ 段ボール 選別・ 圧縮 再生紙

廃プラ 選別・ 破砕・ 圧縮 プラ ス チッ ク 原材料・

熱回収（ 焼却） 最終処分場



別添２  管理体制図



産業廃棄物処理計画書 別紙集計表

現状：前年度（令和6年度）実績量

計画：今年度（令和7年度）計画量（目標） 単位：トン

現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画

汚泥 2,085.05 1,876.55 － － － － － － － － 2,085.05 1,876.55 2,085.05 1,876.55 2,085.05 1,876.55 0.00 0.00 0.00 0.00

廃プラスチック類 1.40 1.26 － － － － － － － － 1.40 1.26 1.40 1.26 1.40 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00

木くず 6.88 6.19 － － － － － － － － 6.88 6.19 6.88 6.19 6.88 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00

コンクリート片 204.75 184.28 － － － － － － － － 204.75 184.28 23.19 20.87 204.75 184.28 0.00 0.00 0.00 0.00

アス・コン片 6.00 5.40 － － － － － － － － 6.00 5.40 6.00 5.40 6.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00

その他がれき類 140.08 126.07 － － － － － － － － 140.08 126.07 137.60 123.84 140.08 126.07 0.00 0.00 0.00 0.00

建設混合廃棄物（管理型） 10.01 9.01 － － － － － － － － 10.01 9.01 10.01 9.01 10.01 9.01 0.00 0.00 0.00 0.00

合計 2,454.17 2,208.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,454.17 2,208.75 2,270.13 2,043.12 2,454.17 2,208.75 0.00 0.00 0.00 0.00

産業廃棄物の種類

排出抑制 自ら行う中間処理 処理の委託

自ら再生利用を
行った(行う)量

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を
行った(行う)量排 出 量

自ら熱回収を
行った(行う)量

自ら中間処理により

減量した(する)量 全 処 理 委 託 量
優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
再生利用業者への

処 理 委 託 量
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量



 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

令和 ７年 ６月 ２０日 

 

（宛先）岡 崎 市 長 

 

提出者                    

住 所  岡崎市薮田１丁目１１番地５７    

氏 名  株式会社加納空調工事センター    

代表取締役 神尾 哲平       

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)    

電話番号 0564-23-1859            

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称 株式会社 加納空調工事センター 

事 業 場 の 所 在 地 愛知県岡崎市薮田１丁目１１番地５７ 

計 画 期 間 令和７年度（令和７年 ４月～令和８年 ３月） 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
① 事 業 の 種 類 ０８：設備工事業 

② 事 業 の 規 模 元請完成工事高：33,770万円 

③ 従 業 員 数 １１人 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

（建設工事） 

 

がれき類：再生処理業者に委託し、破砕後、再生砕石として再資源化 

混合物：再生処分業者に委託し、選別後、破砕、焼却・埋立処分 

汚泥：中間処理業者に委託し、脱水後、土壌改良材として再資源化 

金属くず：再生処理業者に委託し、破砕後、鋼材として再資源化 

 

 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

代表取締役（廃棄物処理統括者）＜廃棄物処理に関する検討＞ 

 

工事現場責任者(廃棄物管理責任者)＜マニフェスト管理等＞ 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】 

産業廃棄物の種類 がれき類 汚泥 

排 出 量 １１６５．２ｔ １７．０５ｔ 

（これまでに実施した取組） 

公共工事における排出がほとんどのため量の抑制が困難(がれき類、

汚泥) 

 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 がれき類 汚泥 

排 出 量 １１５０．０ｔ １５．００ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

余分な掘削の削減 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

がれき類   コンクリート塊、アスファルト塊の分別 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

上記に加え、有筋コンクリート塊、コンクリート二次製品等の分別 

 

 

                                            



 

 

(第２面-２) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

代表取締役（廃棄物処理統括者）＜廃棄物処理に関する検討＞ 

 

工事現場責任者(廃棄物管理責任者)＜マニフェスト管理等＞ 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

② 現状 

【前年度（令和６年度）実績】 

産業廃棄物の種類 廃プラスチック類 木くず 

排 出 量 ０．３６ｔ ０ｔ 

（これまでに実施した取組） 

公共工事における排出がほとんどのため量の抑制が困難(廃プラスチ

ック類、建設発生木材) 

 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 廃プラスチック類 木くず 

排 出 量 ０．２０ｔ ０ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

余分な掘削の削減 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

廃プラスチック類   ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・塩ビ管類の分別 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

 

 

 

 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】 

産業廃棄物の種類 がれき類 汚泥 

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
０ｔ ０ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 がれき類 汚泥 

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
０ｔ ０ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】  

産業廃棄物の種類 がれき類 汚泥 

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
０ｔ ０ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
０ｔ ０ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類 がれき類 汚泥 

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
０ｔ ０ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
０ｔ ０ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

自社においての中間処理は、困難 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】 

産業廃棄物の種類 がれき類 汚泥 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

０ｔ ０ｔ 

（これまでに実施した取組） 

未実施 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 がれき類 汚泥 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

０ｔ ０ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

予定なし 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】  

産業廃棄物の種類 がれき類 汚泥 

全 処 理 委 託 量 １１６５．２ｔ １７．０５ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
１１６５．２ｔ １７．０５ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
１１６５．２ｔ １７．０５ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
０ｔ ０ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

０ｔ ０ｔ 

（これまでに実施した取組） 

業者と書面により委託契約を締結する 

 

 

 

 

 



 

 

（第４面-２） 

 ②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 がれき類 汚泥 

全 処 理 委 託 量 １１５０．０ｔ １５．００ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
１１５０．０ｔ １５．００ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
１１５０．０ｔ １５．００ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
０ｔ ０ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

０ｔ ０ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事務処理欄  

 



 

 

（第５面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

② 現状 

【前年度（令和６年度）実績】 

産業廃棄物の種類 廃プラスチック類 木くず 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

０ｔ ０ｔ 

（これまでに実施した取組） 

未実施 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 廃プラスチック類 木くず 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

０ｔ ０ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

予定なし 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ② 現状 

【前年度（令和６年度）実績】  

産業廃棄物の種類 廃プラスチック類 木くず 

全 処 理 委 託 量 ０．３６ｔ  ０ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
０．３６ｔ ０ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
０．３６ｔ ０ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
０ｔ ０ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

０ｔ ０ｔ 

（これまでに実施した取組） 

業者と書面により委託契約を締結する 

 

 

 

 

 



 

 

（第５面-２） 

 ②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 廃プラスチック類 木くず 

全 処 理 委 託 量 ０．２０ｔ ０ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
０．２０ｔ ０ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
０．２０ｔ ０ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
０ｔ ０ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

０ｔ ０ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事務処理欄  

 



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月３０日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の１１第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回

収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１５条の３の３第１項の認定を受けた者）

である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理

業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 



 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

令和 7 年 6 月 25 日 

 

（宛先）岡 崎 市 長 

 

提出者                   

住 所    東京都港区南麻布1-18-4      

氏 名 株式会社佐藤渡辺 代表取締役 鎌田修治 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号      03-3453-7351        

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  株式会社佐藤渡辺 三河営業所 

事 業 場 の 所 在 地 岡崎市岡町字西神馬崎南側53  

計 画 期 間  令和 7 年度（令和 7 年 4月～令和 8 年 3月） 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
① 事 業 の 種 類 063：舗装工事業 

② 事 業 の 規 模 元請完成工事：209,404万円 

③ 従 業 員 数 三河営業所 23人  （令和7年3月31日現在） 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

がれき類→再生処理業者に委託し、破砕後、再生砕石として再生資源化 

木くず→再生処理業者に委託し、破砕後、チップとして再資源化 

混合物→最終処分業者に委託し、選別後、破砕・焼却・埋立処分 

建設汚泥→最終処理業者に委託し、脱水後、土壌改良材として再資源化 

廃プラスチック類→再生処理業者に委託し、圧縮後、燃料として再資 源

化 

 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

 

支店長 (廃棄物処理統括者) 《廃棄物処理に関する検討など》 

  ↓ 

 支店安全環境部長 《廃棄物処理に関する現状、情報の管理》 

  ↓ 

 営業所所長 《廃棄物処理計画の作成、マニフェスト管理など》 

  ↓ 

 工事現場責任者 《廃棄物管理責任者》 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和 6 年度）実績】       

産業廃棄物の種類 がれき類 建設汚泥 木屑 混合物 廃プラ 

排 出 量 1913ｔ 7ｔ 24ｔ 29t 4t 

（これまでに実施した取組） 

 

 

工法の改善（建設汚泥）など 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 
がれき

類 

建 設 汚

泥 
木屑 混合物 廃プラ 

排 出 量 100ｔ 1ｔ 3ｔ 3ｔ 3ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

上記、同様 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

がれき類 

 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

特になし 

 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和 6 年度）実績】 

産業廃棄物の種類 がれき類 建設汚泥 木屑 混合物 廃プラ 

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0t 

（これまでに実施した取組） 

 

未実施 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 がれき類 建設汚泥 木屑 混合物 廃プラ 

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

現場での自ら利用を実施（がれき類・建設汚泥） 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和  年度）実績】  

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
  

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
  

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
  

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
  

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和  年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

  

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

  

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（令和 6 年度）実績】  

産業廃棄物の種類 
が れ き

類 

建 設 汚

泥 
木屑 混合物 廃プラ 

全 処 理 委 託 量 1913ｔ 7ｔ 24ｔ 29ｔ 4ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
     

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
1913ｔ 7ｔ 24ｔ 29ｔ 4ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
     

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

     

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 がれき類 建設汚泥 木屑 混合物 廃プラ 

全 処 理 委 託 量 100ｔ 1ｔ 3ｔ 3ｔ 3ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
     

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
100ｔ 1ｔ 3ｔ 3ｔ 3ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
     

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

     

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

  

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第二号の十三(第八条の十七の二関係) 

(第１面) 

特別管理産業廃棄物処理計画書 

  ２０２５年６月２６日 

岡崎市長  殿 

 

提出者                   

            住 所 愛知県岡崎市昭和町字河原1番地  

氏 名東レ・モノフィラメント株式会社  

代表取締役社長 黒川 浩亨        

                         電話番号 ０５６４－３１－６２１１  

  

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第 10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の

減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  東レ・モノフィラメント株式会社 

事 業 場 の 所 在 地  愛知県岡崎市昭和町字河原１番地 

計 画 期 間  令和 ７年 ４月１日 ～ 令和 ８年 ３月３１日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
①事 業 の 種 類 １１ 繊維工業 

②事 業 の 規 模 ４，５８６百万円 

③従 業 員 数 ２０８名 

④特別管理産業廃棄物

の一連の処理の工程 

添付資料－１「産業廃棄物発生工程フロー」の通り 

 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

 

添付資料－２「廃棄物管理組織」の通り 

 

 

 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】       

特別管理産業廃

棄物の種類 

腐食性 

廃アルカリ 

特定有害汚泥 

（ﾄﾘｸﾚﾝ） 

特定有害廃油 

(ﾄﾘｸﾚﾝ) 
腐食性廃酸 

排 出 １０６．５６ｔ ７．２６ｔ ０．０５ｔ ０．０７ｔ 

（これまでに実施した取組） 

・腐食性廃アルカリ：製品の処理を行う際に使用する苛性ソーダについ 

て交換インターバルの見直しを行なった。苛性ソーダの交換頻度を更

に少なくするため､腐食されにくい槽への更新を実施。  

・特定有害汚泥（ﾄﾘｸﾚﾝ）：地下水のトリクレン浄化・流出防止対策を実

施しているが、原水槽清掃時の汚泥を年１回廃棄。 

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 腐食性廃アルカリ 特定有害汚泥（ﾄﾘｸﾚﾝ） 

排 出 量 ２００ｔ １０ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

・腐食性廃アルカリ：苛性ソーダの交換インターバルの更なる見直し。 

・特定有害汚泥（ﾄﾘｸﾚﾝ）：特になし 

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

・腐食性廃アルカリ：専用の配管で保管容器までのラインを設け、他の

排水との区別を行っている。 

 

②計画 

（今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取

組） 

・腐食性廃アルカリ：特になし 

・特定有害汚泥（ﾄﾘｸﾚﾝ）：原水槽の上水はトリクレン回収装置へ循環さ

せ廃棄量の減量を図る。 

 

 

 



 

 

（第３面） 

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

①現状 

【前年度（平成   年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行った

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

  

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行う

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

①現状 

【前年度（平成   年度）実績】  

特別管理産業廃棄物の種類    

自ら熱回収を行った

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

    

  

 

②計画 

【目標】   

特別管理産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行う 

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 



 

 

（第４面） 

 自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項 

 

①現状 

 【前年度（平成   年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類 
 

  

自 ら 埋 立 処 分

を 行 っ た 

特別管理産業廃棄物の量 

 

ｔ ｔ 

 （これまでに実施した取組） 

  

  

 

②計画 

 【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 
 

  

自 ら 埋 立 処 分

を 行 う 

特別管理産業廃棄物の量 

 

ｔ ｔ 

 （今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

 
【前年度（令和６年度）実績】  

特別管理産業廃棄物の種類 
腐食性 

廃アルカリ 

特定有害汚泥 

（ﾄﾘｸﾚﾝ） 

特定有害廃油 

(ﾄﾘｸﾚﾝ) 
腐食性廃酸 

全 処 理 委 託 量 １０６．５６ｔ  ７．２６ｔ ０．０５ｔ ０．０７ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ７．２６ｔ ０．０５ｔ ０．０７ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
１０６．５６ｔ ｔ ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ７．２６ｔ ０．０５ｔ ０．０７ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ ｔ  

 （これまでに実施した取組） 

・腐食性廃アルカリ：処理委託を単純廃棄業者から再生利用業

者へ変更した。 

・特定有害汚泥（ﾄﾘｸﾚﾝ）：優良認定処理業者へ処理を委託。 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 腐食性廃アルカリ 特定有害汚泥（ﾄﾘｸﾚﾝ） 

全 処 理 委 託 量 ２００ｔ １０ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ １０ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
２００ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ １０ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

 

電子情報処理組織の使用

に関する事項 

【前年度（令和 ６年度）実績】 

特別管理産業廃棄物 

排 出 量 

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。） 

１１４ｔ  

（今後実施する予定の取組等） 

 

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了

するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入するこ

と。 

４ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管理産

業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及

び取組を記入すること。 

５ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業廃棄

物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入すること。 

 ６ 「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごと

に、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行令（以下「令」という。）第６条の14第２号に該当する者）への処理委託量、

処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15

条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設

置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取

組を記入すること。 

 ７ 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を除く。）

を記入すること。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使用に関する

取組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

規則第８条の31の４に該当するときは、その旨及び理由を含む。）について記入すること。 

 ８ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理産業

廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該

欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がな

いときは、「―」を記入すること。 

９ ※欄は記入しないこと。 

 



添付資料-１ 

産業廃棄物発生工程フロー 

特別管理産業廃棄物 

腐食性廃アルカリ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        苛性ソーダ 

中 間 製 品 

 

 

 

                               

 

製 品 搬 出 

 

  製   品 

 

 

 

 

 

 

 

製  品   

 

                   廃アルカリ          腐食性廃アルカリ 

 

 

 

 

 

苛性ソーダ タンク 

処  理  槽 

洗     浄 



添付資料-２ 

廃棄物管理組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理責任者 

社  長 

環境安全課長 

処理責任者（法定） 

廃棄物処理の実務を全般 

に実施する部署 

（環境保安担当部署）の長 

特別管理産業廃棄物 

管理責任者 

（法定・有資格者） 

処分責任者 

廃棄物の中間処理・最終処分実施

する処理施設を有する課（Ｇ）長 

発生・保管責任者 

廃棄物を発生し、 

保管する部・課長 



 

 

様式第二号の十三( 第八条の十七の二関係)  

( 第１ 面)  

特別管理産業廃棄物処理計画書 

  2025年6月19日 

都道府県知事 

( 市長)          殿 

 

提出者                   

住 所 愛知県長久手市岩作雁又1番地1   

氏 名 学校法人愛知医科大学       

理事長 祖父江 元      

( 法人にあっては、 名称及び代表者の氏名)  

電話番号   0561-62-3311        

廃棄物の処理及び清掃に関する 法律第 12 条の２ 第 10 項の規定に基づき 、 特別管理産業廃棄物の

減量その他その処理に関する 計画を作成し たので、 提出し ます。  

事 業 場 の 名 称  愛知医科大学メ ディ カルセンタ ー 

事 業 場 の 所 在 地  愛知県岡崎市仁木町字川越17番地33 

計 画 期 間  令和7年度（ 令和7年4月～令和8年3月）  

当該事業場において現に行っている 事業に関する 事項 

 
① 事 業 の 種 類 医療業 

② 事 業 の 規 模 病床数270床 

③ 従 業 員 数 389名 

④特別管理産業廃棄物

の一連の処理の工程 

処分業者にて収集・ 運搬し 焼却処理を実施。  

 

㈱大相（ 収集・ 運搬）  → 三重中央開発㈱（ 焼却）  

( 日本工業規格 Ａ 列４ 番)  



 

 

( 第２ 面)  

特別管理産業廃棄物の処理に係る 管理体制に関する 事項 

 

（ 管理体制図）  

 

愛知医科大MC（ 排出）  → ㈱大相（ 収集・ 運搬）  → 三重中央開発㈱（ 処分）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する 事項 

 

① 現状 

【 前年度（ 平成 6 年度） 実績】        

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物  

排 出 量 113. 547ｔ  ｔ  

（ こ れま でに実施し た取組）  

 

  

 

  

 

②計画 

【 目標】  

特別管理産業廃棄物の種類   

排 出 量 110ｔ  ｔ  

（ 今後実施する 予定の取組）  

 

 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の分別に関する 事項 

 

①現状 

（ 分別し ている 特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する 取組）  

 

 

 

②計画 

（ 今後分別する 予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関す

る 取組）  

 

 



 

 

（ 第３ 面）  

自ら 行う 特別管理産業廃棄物の再生利用に関する 事項 

 

①現状 

【 前年度（ 平成   年度） 実績】  

特別管理産業廃棄物の種類   

自ら 再生利用を 行っ た

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ  ｔ  

（ こ れま でに実施し た取組）  

 

  

 

②計画 

【 目標】  

特別管理産業廃棄物の種類   

自ら 再生利用を 行う

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ  ｔ  

（ 今後実施する 予定の取組）  

 

 

 

自ら 行う 特別管理産業廃棄物の中間処理に関する 事項 

 

①現状 

【 前年度（ 平成   年度） 実績】   

特別管理産業廃棄物の種類    

自ら 熱回収を行った

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ  ｔ  

自ら 中間処理によ り 減量し た

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ  ｔ  

（ こ れま でに実施し た取組）  

 

    

  

 

②計画 

【 目標】    

特別管理産業廃棄物の種類   

自ら 熱回収を行う  

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ  ｔ  

自ら 中間処理によ り 減量する

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ  ｔ  

（ 今後実施する 予定の取組）  

 

 

 

 



 

 

（ 第４ 面）  

自ら 行う 特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する 事項 

 

①現状 

【 前年度（ 平成   年度） 実績】  

特別管理産業廃棄物の種類   

自 ら 埋 立 処 分

を 行 っ た 

特別管理産業廃棄物の量 

ｔ  ｔ  

（ こ れま でに実施し た取組）  

  

  

 

②計画 

【 目標】  

特別管理産業廃棄物の種類   

自 ら 埋 立 処 分

を 行 う  

特別管理産業廃棄物の量 

ｔ  ｔ  

（ 今後実施する 予定の取組）  

 

 

 

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する 事項 

 ① 現状 

【 前年度（ 平成 6 年度） 実績】   

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物  

全 処 理 委 託 量 113. 547ｔ  ｔ  

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
113. 547ｔ  ｔ  

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

認定熱回収業者以外の

熱回収を 行う 業者への

処 理 委 託 量 

ｔ  ｔ  

（ こ れま でに実施し た取組）  

 

 

 

 

 

 



 

 

（ 第５ 面）  

 ②計画 

【 目標】  

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物  

全 処 理 委 託 量 110ｔ  ｔ  

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
110ｔ  ｔ  

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

認定熱回収業者以外の

熱回収を 行う 業者への

処 理 委 託 量 

ｔ  ｔ  

（ 今後実施する 予定の取組）  

 

 

 

 

 

 

 

電子情報処理組織の使用

に関する 事項 

【 前年度（ 平成 6 年度） 実績】  

特別管理産業廃棄物 

排 出 量 

（ ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 を 除 く 。 ）  

113. 547ｔ   

（ 今後実施する 予定の取組等）  

 

電子マニフェ スト に加入し ， 令和 8 年度特別管理産業廃棄物について

は， 電子マニフェ スト を利用する 予定。  

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（ 第６ 面）  

備考 

１   前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50ト ン以上の事業場ごと に１ 枚作成する こ と 。  

２  当該年度の６ 月30日までに提出する こ と 。  

３  「 当該事業場において現に行っている 事業に関する 事項」 の欄は、以下に従って記入する こ と 。 

 ( 1) ①欄には、 日本標準産業分類の区分を記入する こ と 。  

 ( 2) ②欄には、 製造業の場合における 製造品出荷額（ 前年度実績）、 建設業の場合における 元請完成

工事高（ 前年度実績）、 医療機関の場合における 病床数（ 前年度末時点） 等の業種に応じ 事業規

模が分かる よ う な前年度の実績を記入する こ と 。  

 ( 3) ④欄には、 当該事業場において生ずる 特別管理産業廃棄物についての発生から 最終処分が終了

する までの一連の処理の工程（ 当該処理を委託する 場合は、 委託の内容を含む。） を記入する こ

と 。  

４  「 自ら 行う 特別管理産業廃棄物の中間処理に関する 事項」 の欄には、 特別管理産業廃棄物の種

類ごと に、自ら 中間処理を行う に際し て熱回収を行った場合における 熱回収を行った特別管理産

業廃棄物の量と 、 自ら 中間処理を行う こ と によ って減量し た量について、前年度の実績、 目標及

び取組を記入する こ と 。  

５  「 自ら 行う 特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する 事項」 の欄には、 特別管理産業廃棄物の種

類ごと に、 埋立処分し た量を記入する こ と 。 なお、 中間処理を行う こ と によ り 特別管理産業廃棄

物に該当し なく なった産業廃棄物を海洋投入処分する と き は、 その量も 含めて記入する こ と 。  

 ６  「 特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する 事項」 の欄には、 特別管理産業廃棄物の種類ごと

に、 全処理委託量を記入する ほか、 その内数と し て、 優良認定処理業者（ 廃棄物の処理及び清掃

に関する 法律施行令（ 以下「 令」 と いう 。） 第６ 条の14第２ 号に該当する 者） への処理委託量、

処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（ 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律第15

条の３ の３ 第１ 項の認定を受けた者）である 処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設

置者以外の熱回収を行っている 処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取

組を記入する こ と 。  

 ７  「 電子情報処理組織の使用に関する 事項」 の欄には、 前年度の特別管理産業廃棄物の全発生量

（ ポリ 塩化ビフェ ニル廃棄物（ 令第２ 条の４ 第５ 号イ から ハまでに掲げる も のをいう 。）を除く 。）

を記入する こ と 。その量が50ト ン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使用に関する

取組等（ 情報処理センタ ーへの登録が困難な場合と し て廃棄物の処理及び清掃に関する 法律施行

規則第８ 条の31の４ に該当する と き は、 その旨及び理由を含む。） について記入する こ と 。  

 ８  それぞれの欄に記入すべき 事項の全てを記入する こ と ができ ないと き は、当該欄に「 別紙のと

おり 」 と 記入し 、 当該欄に記入すべき 内容を記入し た別紙を添付する こ と 。 また、 特別管理産業

廃棄物の種類が３ 以上ある と き は、 前年度実績及び目標の欄に「 別紙のと おり 」 と 記入し 、 当該

欄に記入すべき 内容を記入し た別紙を添付する こ と 。ま た、それぞれの欄に記入すべき 事項がな

いと き は、「 ―」 を記入する こ と 。  

９  ※欄は記入し ないこ と 。  

 



 

 

様式第二号の十三(第八条の十七の二関係) 

(第１面) 

特別管理産業廃棄物処理計画書 

  2025年6月23日 

 

岡崎市長 殿 

 

提出者                   

住 所 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98 

氏 名 学校法人 藤田学園 

理事長 星長清隆 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 0562-93-2800 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第 10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の

減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  藤田医科大学岡崎医療センター 

事 業 場 の 所 在 地  愛知県岡崎市針崎町字五反田1番地 

計 画 期 間  2025年4月1日 ～ 2026年3月31日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 

① 事 業 の 種 類 83：医療業 

② 事 業 の 規 模 病床数 400床 

③ 従 業 員 数 928名 

④特別管理産業廃棄物

の一連の処理の工程 

医療行為後に感染性廃棄物発生→鋭利なもの→プラスチック容器に

回収 

               鋭利でないもの→専用ダンボール

に回収 

→院内すべての感染性廃棄物を、感染性廃棄物庫に保管→委託業者 

回収→委託業者焼却（中間処理）→管理型埋立処分場で埋立（最終 

処分） 

(日本産業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

廃棄物総括責任者：医療廃棄物処理委員会委員長（特別管理産業廃棄物管理責任者） 

 

 

    医療廃棄物処理委員会（医療廃棄物の適正な処理等に関する事項を審議） 

 

           実施責任者（事務部総務課長） 実施担当者（事務部総務課） 

 

 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（2024年度）実績】       

特別管理産業廃棄物の種類   

排 出 量 274.27ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

病棟ラウンドにて分別の調査。都度注意をし、院内周知を図った。 

ごみ箱に貼る分別表示を見直し、色分けをするなど視覚的に認識し

やすいものに変更、周知をした。 

 

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物  

排 出 量 261ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

分別の周知徹底をし、定期的に病棟ラウンドにて調査し都度注意。 

病棟ラウンドの結果をごみ分別表示にも活かし、さらなる分別の 

徹底を図る。 

 

 

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

 

 

 

②計画 

（今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する

取組） 

 

 



 

 

（第３面） 

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（2024年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物  

自ら再生利用を行った

特別管理産業廃棄物の量 
0ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

  

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物  

自ら再生利用を行う

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（2024年度）実績】  

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物  

自ら熱回収を行った

特別管理産業廃棄物の量 
0ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した

特別管理産業廃棄物の量 
0ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

    

  

 

②計画 

【目標】   

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物  

自ら熱回収を行う 

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（2024年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物  

自 ら 埋 立 処 分

を 行 っ た 

特別管理産業廃棄物の量 

0ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

  

  

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物  

自 ら 埋 立 処 分

を 行 う 

特別管理産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（2024年度）実績】  

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物  

全 処 理 委 託 量 274.27ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
274.27ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物  

全 処 理 委 託 量 261ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子情報処理組織の 

使用に関する事項 

【前年度（2024年度）実績】 

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 

排 出 量 

（ ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ 

ル 廃 棄 物 を 除 く 。） 

274.27ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事務処理欄  



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成工

事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規模が

分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了す

るまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類

ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管理産業廃

棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組

を記入すること。 

５ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類

ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業廃棄物に

該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入すること。 

 ６ 「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごと

に、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に

関する法律施行令（以下「令」という。）第６条の14第２号に該当する者）への処理委託量、処理

業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３

の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外

の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入す

ること。 

 ７ 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を除く。）

を記入すること。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使用に関する取

組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

第８条の31の４に該当するときは、その旨及び理由を含む。）について記入すること。 

 ８ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のとお

り」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理産業廃棄

物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記

入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき

は、「―」を記入すること。 

 ９ ※欄は記入しないこと。 

 
 



 

 

様式第二号の十三(第八条の十七の二関係) 

(第１面) 

特別管理産業廃棄物処理計画書 

  令和７年６月27日 

（宛先）岡崎市長     殿 

 

提出者                   

住 所 岡崎市十王町二丁目９番地     

氏 名 岡崎市              

代表者 岡崎市長 内田 康宏   

電話番号 0564-66-7007          

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第 10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の

減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  岡崎市民病院 

事 業 場 の 所 在 地  岡崎市高隆寺町字五所合３番地１ 

計 画 期 間  令和７年４月１日から令和８年３月31日まで 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
①事 業 の 種 類 83 医療業 

②事 業 の 規 模 許可病床数680床（一般） 

③従 業 員 数 1,548人 

④特別管理産業廃棄物

の一連の処理の工程 
別紙１のとおり 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

 

別紙２のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度実績】       

特別管理産業廃棄物の種類    

排 出 量  

（これまでに実施した取組） 

 

 別紙３のとおり 

 

  

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 別紙のとおり   

排 出 量 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

別紙３のとおり 

  

 

②計画 

（今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する

取組） 

  

 



 

 

（第３面） 

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

①現状 

【前年度（令和   年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類 ― ―  

自ら再生利用を行った

特別管理産業廃棄物の量 
― ―  

（これまでに実施した取組） 

 

  

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 ― ―  

自ら再生利用を行う

特別管理産業廃棄物の量 
― ―  

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

①現状 

【前年度（令和   年度）実績】  

特別管理産業廃棄物の種類 ― ―  

自ら熱回収を行った

特別管理産業廃棄物の量 
― ―  

自ら中間処理により減量した

特別管理産業廃棄物の量 
― ―  

（これまでに実施した取組） 

 

    

  

 

②計画 

【目標】   

特別管理産業廃棄物の種類 ― ―  

自ら熱回収を行う 

特別管理産業廃棄物の量 
― ―  

自ら中間処理により減量する

特別管理産業廃棄物の量 
― ―  

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項 

 

①現状 

【前年度（令和   年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類 ― ―  

自 ら 埋 立 処 分

を 行 っ た 

特別管理産業廃棄物の量 

― ―  

（これまでに実施した取組） 

  

  

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 ― ―  

自 ら 埋 立 処 分

を 行 う 

特別管理産業廃棄物の量 

― ―  

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ①現状 

【前年度実績】  

特別管理産業廃棄物の種類    

全 処 理 委 託 量    

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
   

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

別紙３のとおり 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類    

全 処 理 委 託 量    

 

 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
   

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
   

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
   

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

   

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

 

 

電子情報処理組織の使

用に関する事項 

【前年度実績】 

特別管理産業廃棄物 

排 出 量 

（ ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 を 除 く 。 ） 

ｔ  

（今後実施する予定の取組等） 

 

 別紙３のとおり 

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了

するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入するこ

と。 

４ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管理産

業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及

び取組を記入すること。 

５ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業廃棄

物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入すること。 

 ６ 「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごと

に、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行令（以下「令」という。）第６条の14第２号に該当する者）への処理委託量、

処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15

条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設

置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取

組を記入すること。 

 ７ 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を除く。）

を記入すること。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使用に関する

取組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

規則第８条の31の４に該当するときは、その旨及び理由を含む。）について記入すること。 

 ８ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理産業

廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該

欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がな

いときは、「―」を記入すること。 

９ ※欄は記入しないこと。 
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特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物 引火性廃油 廃酸 
排出量 269.250t 2.052t 1.681t

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物 引火性廃油 廃酸 
排出量 256.000t 2t 1.5t

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物 引火性廃棄物 廃酸 
全処理委託量 269.250t 2.052t 1.681t
優良認定処理業者への
処理委託量 269.250t 2.052t 1.681t

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物 引火性廃油 廃酸 
全処理委託量 256t 2t 1.5t
優良認定処理業者への
処理委託量 256t 2t 1.5t

272.983t

別紙３

②計画

①現状

引き続き、職員一人一人の意識により排出抑制を目指す。
特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

②計画

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

（これまでに実施した取組）
職員一人一人の意識により排出抑制を目指した。

（今後実施する予定の取組）

（これまでに実施した取組）
職員一人一人の意識により排出抑制を目指した。
【目標】

感染性廃棄物を針と針以外に分別
（今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
現状とおり

電子情報処理組織を使用するよう努める。

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度令和６年度実績】

【目標】

電子情報処理組織の使用に関する事項
【前年度令和６年度実績】

特別管理産業廃棄物
排出量

当事業所において発生する産業廃棄物の処理委託については、

（今後実施する予定の取組）
引き続き、職員一人一人の意識により排出抑制を目指す。

②計画

①現状

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項
【前年度令和６年度実績】
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様式第二号の八( 第八条の四の五関係)  

( 第１ 面)  

産業廃棄物処理計画書 

令和６ 年６ 月27日 

 

（ 宛先） 岡 崎 市 長 

 

提出者                   

住 所 愛知県岡崎市十王町２ 丁目９ 番地  

氏 名 岡崎市長 内田 康宏       

( 法人にあっては、 名称及び代表者の氏名)  

電話番号 0564-23-6236          

廃棄物の処理及び清掃に関する 法律第 12 条第９ 項の規定に基づき 、 産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する 計画を作成し たので、 提出し ます。  

事 業 場 の 名 称  土木建設部河川課 

事 業 場 の 所 在 地  岡崎市十王町２ 丁目９ 番地 

計 画 期 間  令和７ 年度（ 令和７ 年 ４ 月～令和８ 年 ３ 月）  

当該事業場において現に行っている 事業に関する 事項 

 
① 事 業 の 種 類 98： 地方公務 

② 事 業 の 規 模 片寄排水路ほか22排水路清掃（ 令和７ 年度）  

③ 従 業 員 数 15 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

土木建設部河川課にて排水路清掃（ 汚泥） 処理委託業務を産業廃棄物収

集運搬およ び処理業者と 委託契約の締結を行い、 適正に処理を行う 。  

( 日本工業規格 Ａ 列４ 番)  



 

 

( 第２ 面)  

産業廃棄物の処理に係る 管理体制に関する 事項 

 

（ 管理体制図）  

 

廃棄物処理統括責任者 河川課長 

        ↓ 

廃棄物処理管理担当 河川課技術係 

        ↓ 

廃棄物処理責任者 排水路清掃（ 汚泥） 処理委託業務受託業者 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する 事項 

 

① 現状 

【 前年度（ 令和６ 年度） 実績】        

産業廃棄物の種類 汚泥  

排 出 量      1893ｔ  ｔ  

（ こ れま でに実施し た取組）  

災害防除と し ての排水路清掃を行っており 、 汚泥の排出を抑制する こ

と は困難である と 判断し ている ため、 特に取組は行っていない。  

 

 

②計画 

【 目標】  

産業廃棄物の種類 汚泥  

排 出 量 1000ｔ  ｔ  

（ 今後実施する 予定の取組）  

上記現状のと おり 。  

 

 

 

 

産業廃棄物の分別に関する 事項 

 ①現状 

（ 分別し ている 産業廃棄物の種類及び分別に関する 取組）  

発生汚泥の分別は困難である と 判断し ている ため、 特に取組は行って

いない。  

 



 

 

②計画 

（ 今後分別する 予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する 取組）  

上記現状のと おり 。  

 

（ 第３ 面）  

自ら 行う 産業廃棄物の再生利用に関する 事項 

 

① 現状 

【 前年度（ 令和６ 年度） 実績】  

産業廃棄物の種類   

自ら 再生利用を 行っ た  

産業廃棄物の 量 
ｔ  ｔ  

（ こ れま でに実施し た取組）  

該当事例なし 。  

 

②計画 

【 目標】  

産業廃棄物の種類   

自ら 再生利用を行う

産業廃棄物の 量 
ｔ  ｔ  

（ 今後実施する 予定の取組）  

実施予定なし 。  

 

 

自ら 行う 産業廃棄物の中間処理に関する 事項 

 

① 現状 

【 前年度（ 令和６ 年度） 実績】   

産業廃棄物の種類   

自ら 熱回収を 行った

産業廃棄物の 量 
ｔ  ｔ  

自ら 中間処理によ り 減量し た 

産業廃棄物の 量 
ｔ  ｔ  

（ こ れま でに実施し た取組）  

該当事項なし 。  

 

 

 

②計画 

【 目標】    

産業廃棄物の種類   

自ら 熱回収を行う

産業廃棄物の 量 
ｔ  ｔ  

自ら 中間処理によ り 減量する 

産業廃棄物の 量 
ｔ  ｔ  



 

 

（ 今後実施する 予定の取組）  

実施予定なし 。  

 

 

 

（ 第４ 面）  

自ら 行う 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する 事項 

 

① 現状 

【 前年度（ 令和６ 年度） 実績】  

産業廃棄物の種類   

自ら 埋立処分又は 

海洋投入処分を 行っ た  

産業廃棄物の 量 

ｔ  ｔ  

（ こ れま でに実施し た取組）  

該当事例なし 。  

 

 

②計画 

【 目標】  

産業廃棄物の種類   

自ら 埋立処分又は 

海洋投入処分を行う  

産業廃棄物の 量 

ｔ  ｔ  

（ 今後実施する 予定の取組）  

実施予定なし 。  

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する 事項 

 ① 現状 

【 前年度（ 令和６ 年度） 実績】   

産業廃棄物の種類 汚泥  

全 処 理 委 託 量 1893ｔ  ｔ  

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
1893ｔ  ｔ  

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

認定熱回収業者以外の

熱回収を 行う 業者への

処 理 委 託 量 

ｔ  ｔ  



 

 

（ こ れま でに実施し た取組）  

土木建設部河川課にて排水路清掃（ 汚泥） 処理委託業務を産業廃棄物 

収集運搬およ び処理業者と 委託契約の締結を行い、 適正に処理を行っ

た。  

 

 

 

（ 第５ 面）  

 ②計画 

【 目標】  

産業廃棄物の種類 汚泥  

全 処 理 委 託 量 1000ｔ  ｔ  

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
1000ｔ  ｔ  

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

認定熱回収業者以外の

熱回収を 行う 業者への

処 理 委 託 量 

ｔ  ｔ  

（ 今後実施する 予定の取組）  

土木建設部河川課にて排水路清掃（ 汚泥） 処理委託業務を産業廃棄物 

収集運搬およ び処理業者と 委託契約の締結を行い、 適正に処理を行う  

予定である 。  

  

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（ 第６ 面）  

備考 

１   前年度の産業廃棄物の発生量が1, 000ト ン以上の事業場ごと に１ 枚作成する こ と 。  

２  当該年度の６ 月30日までに提出する こ と 。  

３  「 当該事業場において現に行っている 事業に関する 事項」 の欄は、以下に従って記入する こ と 。 

 ( 1) ①欄には、 日本標準産業分類の区分を記入する こ と 。  

 ( 2) ②欄には、 製造業の場合における 製造品出荷額（ 前年度実績）、 建設業の場合における 元請完成

工事高（ 前年度実績）、 医療機関の場合における 病床数（ 前年度末時点） 等の業種に応じ 事業規

模が分かる よ う な前年度の実績を記入する こ と 。  

 ( 3) ④欄には、 当該事業場において生ずる 産業廃棄物についての発生から 最終処分が終了する まで

の一連の処理の工程（ 当該処理を委託する 場合は、 委託の内容を含む。） を記入する こ と 。  

４  「 自ら 行う 産業廃棄物の中間処理に関する 事項」 の欄には、 産業廃棄物の種類ごと に、 自ら 中

間処理を行う に際し て熱回収を行った場合における 熱回収を行った産業廃棄物の量と 、 自ら 中間

処理を行う こ と によ って減量し た量について、 前年度の実績、 目標及び取組を記入する こ と 。  

 ５  「 産業廃棄物の処理の委託に関する 事項」 の欄には、 産業廃棄物の種類ごと に、 全処理委託量

を記入する ほか、 その内数と し て、 優良認定処理業者（ 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律施行

令第６ 条の11第２ 号に該当する 者） への処理委託量、 処理業者への再生利用委託量、 認定熱回収

施設設置者（ 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律第15条の３ の３ 第１ 項の認定を受けた者） であ

る 処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている 処理業者

への焼却処理委託量について、 前年度実績、 目標及び取組を記入する こ と 。  

 ６  それぞれの欄に記入すべき 事項の全てを記入する こ と ができ ないと き は、 当該欄に「 別紙のと

おり 」 と 記入し 、 当該欄に記入すべき 内容を記入し た別紙を添付する こ と 。 また、 産業廃棄物の

種類が３ 以上ある と き は、 前年度実績及び目標の欄に「 別紙のと おり 」 と 記入し 、 当該欄に記入

すべき 内容を記入し た別紙を添付する こ と 。また、それぞれの欄に記入すべき 事項がないと き は、

「 ―」 を記入する こ と 。  

７  ※欄は記入し ないこ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

令和 ７年 ８月 １４日 

 

（宛先）岡 崎 市 長 

 

提出者                    

住 所 岡崎市十王町二丁目９番地       

氏 名 岡崎市                

岡崎市水道事業及び下水道事業管理者  

中田 利隆   

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)    

電話番号 0564-22-1101           

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  仁木浄水場 

事 業 場 の 所 在 地  岡崎市仁木町字川越46-1 

計 画 期 間  令和７年度（令和７年４月～令和８年３月） 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
① 事 業 の 種 類 ３６：水道業 

② 事 業 の 規 模 
年間配水量：１１，２２１，０２０㎥ 

日平均配水量：２７,９２６㎥ 

③ 従 業 員 数 １６人 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

浄水処理 → 汚泥池 → 濃縮槽 → 排水処理施設 → 

汚泥（脱水ケーキ） 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

産業廃棄物処理責任者    水道浄水課長 

産業廃棄物施設技術管理者  施設２係係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】       

産業廃棄物の種類 汚泥  

排 出 量 １２，７３５ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 汚泥  

排 出 量 １１，５００ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

予測が難しい水量変化及び水質変化に対して水道法を厳守し、今まで

以上の適時適正な浄水処理を検討する。 

 

 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

浄水場で発生する汚泥は分別することが難しいと判断されるため、特

に取り組みは行っていない 

 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

浄水場で発生する汚泥は分別することが難しいと判断されるため、特

に取り組みは行っていない。 

 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】 

産業廃棄物の種類 汚泥  

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
３４７ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

浄水場内に設置してある産業廃棄物中間処理施設において処理（脱

水）した汚泥（脱水ケーキ）を男川浄水場へ運搬し売却した。 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 汚泥  

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
４００ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】  

産業廃棄物の種類 汚泥  

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
０ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
１２，３８８ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

処理前汚泥濃度を上げる方法、脱水汚泥の含水率減少方法を検討し

た。 

 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類 汚泥  

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
０ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
１１,１００ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

処理前汚泥濃度を上げる方法、脱水汚泥の含水率減少方法を検討す

る。 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和４年度）実績】 

産業廃棄物の種類 汚泥  

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

０ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

浄水場で発生する汚泥を場内に埋立処分又は海洋投棄処分すること

は難しいと判断しているため、特に取組みは行っていない。 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 汚泥  

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

０ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

浄水場で発生する汚泥を場内に埋立処分又は海洋投棄処分すること

は難しいと判断しているため、特に取組みは行っていない 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（令和４年度）実績】  

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ０ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
０ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
０ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
０ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

０ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

産業廃棄物の処理において、土壌改良材として再利用した。 

 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ０ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
０ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
０ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
０ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

０ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

発生汚泥は仁木浄水場から男川浄水場へ運搬し売却予定。 

 

 

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

令和７年８月１４日 

 

（宛先）岡 崎 市 長 

 

提出者                    

住 所 岡崎市十王町二丁目９番地       

氏 名 岡崎市                

岡崎市水道事業及び下水道事業管理者  

中田 利隆   

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)    

電話番号 0564-22-1101            

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  男川浄水場 

事 業 場 の 所 在 地  岡崎市大平町字塚畑１番地 

計 画 期 間  令和７年度（令和７年４月～令和８年３月） 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
① 事 業 の 種 類 36：水道業 

② 事 業 の 規 模 
年間配水量：20,333,003m3 

日平均配水量：55,707m3 

③ 従 業 員 数 28人 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 
汚泥→再生処理業者に委託し、園芸用土として再資源化 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

水道浄水課長（産業廃棄物処理責任者） 

    ↓ 

浄水管理係長（産業廃棄物処理施設技術管理者） 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】       

産業廃棄物の種類 汚泥  

排 出 量 9,399ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

原水の水質に対する適切な薬品使用量等で対応した。 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 汚泥  

排 出 量 9,300ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

予想が難しい水量変化及び水質変化に対して水道法を厳守し、 

今まで以上の適時適正な浄水処理を検討する。 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

浄水場で発生する汚泥は分類することが難しいと判断しているため、

特に取り組みは行っていない。 

②計画 

浄水場で発生する汚泥は分類することが難しいと判断しているため、

特に取り組みは行っていない。 

 

 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】 

産業廃棄物の種類 汚泥  

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
688ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 浄水場内に設置されている産業廃棄物中間処理施設において脱水

処理した汚泥（脱水ケーキ）を再生利用業者に売却した。 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 汚泥  

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
700ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 これまでの取組みを引続き実施する。 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】  

産業廃棄物の種類 汚泥  

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
０ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
8,711ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

処理前汚泥濃度を上げる方法、脱水汚泥の含水率減少方法を検討し

た。 

 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類 汚泥  

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
０ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
8,600ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

引き続き脱水機の整備等を行っていく。 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】 

産業廃棄物の種類 汚泥  

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

０ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

浄水場で発生する汚泥を場内に埋立処分又は海洋投棄処分するこ

とは難しいと判断しているため、特に取り組みは行っていない。 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 汚泥  

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

０ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 浄水場で発生する汚泥を場内に埋立処分又は海洋投棄処分するこ

とは難しいと判断しているため、特に取り組みは行っていない。 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】  

産業廃棄物の種類 汚泥  

全 処 理 委 託 量 ０ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
０ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
０ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
０ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

０ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

場内の中間処理施設において脱水処理した汚泥（脱水ケーキ）を再

生利用業者に有価物として売却した。 

 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 汚泥  

全 処 理 委 託 量 ０ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
０ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
０ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
０ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

０ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 場内の中間処理施設において脱水処理した汚泥（脱水ケーキ）を再

生利用業者に有価物として売却する予定。 

 

 

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 


